
 

 

出雲市フォレスト・サポート事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、森林の整備や林業に関する普及等を図ることにより林業の振興に資

するため、出雲市フォレスト・サポート事業実施要綱（以下「実施要綱」という。）に規

定する事業者に対して、出雲市フォレスト・サポート運営協議会（以下「森さぽ運営協

議会」という。）が、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。 

（補助の対象等） 

第２条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）の区分、種目、補助

対象経費、補助率又は補助金額は、別表のとおりとする。 

２ 前項の補助金額は１００円未満切捨とする。 

（交付の申請） 

第３条 実施要綱第６条第３項に規定する事業計画認定の通知を受けて事業を実施するに

あたり、補助金の申請をしようとする者（以下「申請者」という。）は、補助金交付申請

書（様式第１号）を森さぽ運営協議会会長の定める日までに、会長に提出しなければな

らない。 

２ 申請者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税等仕入控除

税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭

和63年法律第108号）に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と当

該金額に地方税法（昭和25年法律第226号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額と

の合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ）があり、かつ、その金額が明ら

かな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該

補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについて

は、この限りでない。 

（交付の決定） 

第４条 会長は、補助金の交付の申請があったときは、補助事業の目的及び内容が適正で

あるかどうかを調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交

付の決定をしなければならない。 

２ 会長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交

付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。 

３ 前項の規定により補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えてその交付の決定

 



 

 

をするに当たっては、その申請に係る当該補助事業の遂行を不当に困難とさせないよう

にしなければならない。 

（決定の通知） 

第５条 会長は、前条により補助金の交付の決定をしたときは、速やかに補助金交付決定

通知書（様式第２号）により申請者に通知しなければならない。 

（申請の取下げ） 

第６条 申請者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助

金の交付の決定の内容に不服があるときは、その通知を受領した日から７日以内に、文

書をもって申請の取下げをすることができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定

は、なかったものとみなす。 

（決定内容の変更等） 

第７条 補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、次のいずれかに

該当する場合には、補助事業計画変更・中止（廃止）承認申請書（様式第３号）により、

あらかじめ会長の承認を受けなければならない。 

 (１) 補助事業に要する予算の２０％を超える減額を行うとき。 

 (２) 補助事業の内容を変更するとき。 

 (３) 補助事業を中止し、又は廃止するとき。 

２ 補助事業者は、当該補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が

困難となった場合は速やかに会長に報告し、その指示を受けなければならない。 

３ 第５条の規定は、第１項の承認をした場合に準用する。 

（実績報告） 

第８条 補助事業者は、補助事業が完了したとき（補助事業の中止又は廃止の承認を受け

たときを含む。）は、速やかに補助事業実績報告書（様式第４号）に会長が定める書類を

添えて報告しなければならない。 

（補助金の額の確定） 

第９条 会長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書等の書類の審査

及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交

付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額の確定をし、補助金

確定通知書（様式第５号）により当該補助事業者に通知する。 

（交付の時期） 

第１０条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとす

 



 

 

る。ただし、会長が特に必要があると認めたときは、補助事業の完了前に補助金の全部

又は一部を交付することができる。 

２ 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付

請求書（様式第６号）を会長に提出しなければならない。 

（交付決定の取消し） 

第１１条 会長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の

決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 (１) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

 (２) 補助金を他の用途に使用したとき。 

(３) 補助金の交付の決定の内容に違反したとき、又は会長の指示に従わなかったとき。 

２ 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても

適用する。 

３ 第５条の規定は、前２項の取消しを行なった場合について準用する。 

（補助金の返還） 

第１２条 会長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、そ

の取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し補

助金返還命令書（様式第７号）により期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

２ 会長は、補助事業者に交付すべき補助金の額が確定した場合において、既にその額を

超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の返還を命ずる

ものとする。 

（財産処分の制限） 

第１３条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、会長の承

認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担

保に供してはならない。 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定） 

第１４条 会長は、第３条第２項のただし書の規定による交付の申請がなされた場合にお

いて、補助金の額の確定前に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及

び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときには、補助金の額を確定する際に当該

仕入控除税額を減額して補助金の額を確定するものとする。 

２ 申請者は、補助金の額の確定後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消

費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、仕入れに係る消費税等相

当額報告書（様式第８号）を会長に提出しなければならない。 

 



 

 

３ 会長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税

額の全額又は一部の返還を命ずるものとする。 

（関係書類の整備） 

第１５条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備え、

当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存しておかなければなら

ない。 

（その他） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。 

    

附 則 

この要綱は、平成１９年８月２０日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１９年１１月２７日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２０年２月４日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２０年５月２日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２１年７月２３日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２１年１１月１１日から施行する。 

 附 則 

 この要綱は、平成２２年６月１５日から施行する。 

 附 則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

 



 

 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 
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